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H21-建-継-1

秋田市雄和椿川

● ○ ○ ○

なし

該当なし

・広域的・多目的な県民の利活用を目的とした広域公園として、また全国規模のスポーツ
大会や、県民のスポーツレクリエーションの場として整備を引き続き行う必要がある。

・秋田県地域防災計画において、避難場所としても指定されており、防災機能を高めるた
  18めの整備を行っていく。

・「県民一人当たり都市公園面積」の目標値を満足するため、継続的な整備を進めていか

なければならない。

・今後は、利用者に安全で安心な施設を提供するため、遊具等の更新や改築を行っていく   19
他、防災公園としての機能拡充を行う。

・高速道路のインターチェンジに近接し、かつ、全国規模のスポーツ大会が開催できる県

内唯一の運動施設を有し、県が進める「スポーツ立県」の推進を始めとするスポーツ振興
政策の重要なエリアとなっている。   18
・県民のレクリエーション需要に的確に対応できる施設が集積しており、施設整備の有効

性は極めて高い。

・事業の費用便益比は、１．４１であり、効率性は高い。

　　総費用の現在価値　５５６．３億円

　　総便益の現在価値　７８２．８億円   11

・事業用地の取得や事業実施に必要な手続きはすべて終了している。

  15

● ○ ○

　県民にスポーツレクリエーションの場や、やすらぎと潤いの場を提供するなど、有効     81
性、効率性、熟度の評価も高いことから、引き続き実施すべき事業である。

● ○ ○ ○

事業の継続は妥当と判断する。

引き続きコスト縮減に留意しながら、事業を継続する。

県の対応方針を可とする。
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継続箇所評価 H21-建-継-1

広域公園事業 秋田市雄和椿川

必要性

緊急性

有効性

効率性

熟度

合計

都市公園の充足度
　　一人当たりの都市公園面積
　　（県全体、都市計画区域）

公園の規模・配置
　　公園の計画面積

　　既存広域公園からの距離

計
上位計画
　　県の総合計画への位置付け

　 他の計画での位置付け(計画数)
　 ・都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ・緑の基本計画
　 ・県広域緑地計画・その他( )
関連行事（予定されるイベント等）
　 重要度（規模）・ｲﾍﾞﾝﾄ名

　　実施（開催時期）

計
環境対策
　　環境保全（対象の重要度）

　　緑化推進（緑化整備計画面積）

利便性、多様性
　　交通拠点からの所要時間
　　（高速道路ＩＣ、鉄道駅、空港）

　　公園施設の種類

計
事業費、財源の投資効果等
　　費用対効果（Ｂ／Ｃ）

　　財源対応

　　コスト縮減（該当項目数）
　 ・建設副産物活用 ・新工法採用
　 ・借地、占用対応 ・その他（ ）
他事業との関係
　　関連施設整備事業等・事業名（

計
進捗状況
　　事業用地取得状況

　　手続きの状況

計

１０㎡／人未満
１０～２０㎡／人未満
２０㎡／人以上

１００ha以上
５０～１００ha未満
１０～５０ha未満
４０㎞以上
２０～４０㎞未満
１０～２０㎞未満

実施計画期間内の完了
実施計画期間内の実施・促進
実施計画期間以後の実施
３計画以上
１～２計画
な し

国際大会、全国対象
東北対象、全県対象
な し
５年以内（定期的な開催含む）
１０年以内
１１年以上またはなし

貴重な動植物、景観（条例等）
良好な自然環境、景観
な し
１０ha以上
５～１０ha未満
１～５ha未満

１０分以内
１１～３０分以内
３１分以上
１０種類以上
６～９種類
１～５種類

１．０以上
１．０未満
国庫補助採択済
国庫補助採択予定
単独事業(県債充当)
３項目以上
１～２項目
な し

関連事業実施中（済）
関連事業実施予定（５年以内）
関連事業実施予定（６年以上）またはなし

取得完了（取得不要）
一部取得（工事着手）
一部取得（工事未着手）
供用開始済施設あり
都市計画事業認可済
都市計画決定済
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Ⅰ 優先度がかなり高い ８０点以上

Ⅱ 優先度が高い ６０点以上～８０点未満

Ⅲ 優先度が低い ６０点未満

Ⅰ




